
静岡市地域防災計画 令和７年度の主な修正

Ŧ

令和８年１月２８日静岡市防災会議
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ם ╓ ᶍ ᶉ

ם ᶍ ᶱ ☿ᵶᵾᶡᶍ
令和７年度における静岡市の災害対応

1 津波警報等発表時における避難区域見直し

2 避難所における生活環境の改善

3 避難所における資機材整備及び備蓄計画の見直し
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ם ᶍ ᶱ ☿ᵶᵾᶡᶍ

0 ᶊᵩᵰᶪ ם ᶍ ꞌ

1 津波警報等発表時における避難区域見直し

2 避難所における生活環境の改善

3 避難所における資機材整備及び備蓄計画の見直し

ם ╓ ᶍ ᶉ



- 0 Ŭ ǞƽǄǾ ם ǡ ǝ ꞌ

5

No
ᵴᶫᵾ

ᶍ
ᶉ

－ 6/15 大雨 大雨・洪水 準備配備 ー
ー

崩土・倒木

－ 7/14 竜巻 竜巻注意情報 準備配備 ー ー 屋根瓦飛散

－ 7/16 大雨 大雨 準備配備 ー ー 倒木、停電

１ 7/25 崩土･孤立 － 準備配備 ー ー 崩土

２ 7/30 遠地地震津波 津波 災害対策本部 避難指示
４０，４００世帯９１，１３０人

2,600 人 ー

３ 9/4 台風第15号
大雨･洪水・暴風
土砂災害警戒情報

災害対策本部 避難指示
10,261 世帯20,723 人

2人
浸水、倒木、
崩土 など

４ 1/17 林野火災 － 災害対策本部 － － 火災

5



Ŧ

È ǞƽǄǾ É

- 0 Ŭ ǞƽǄǾ ם ǡ ǝ ꞌ



7

2025 年７月25 日（金）午前11時ごろ

林道東俣線の起点から上流8.3km

（静岡庁舎から起点まで道路距離約８０km）

約7,000m 3

   崩土現場より上部にある椹島ロッヂ等に宿泊している、
一般登山者、山小屋宿泊者の計327 人が孤立

・孤立者は、待機場所である椹島ロッヂの固定電話で連絡が可能

・崩壊箇所は散発的な小落石が発生し、更なる崩壊の危険性あり

崩土の状況

国土地理院地図を一部加工

- 0 - 1 ֩ ᶊᵩᵰᶪ ֪
1 ᶍ



ドローンによる概況把握

ם ᶍ ꞌ

：衛星電話・ドローンを活用した現地の状況把握

：Web 会議システムによる本部・現地のリアルタイム連携

ꞌ ：孤立者の下山および崩土撤去の計画を策定

זּ ⱱ：迂回ルートを選定し、ロッヂ滞在者の安全な下山を支援

ꞌ ：断続的な落石に対する安全管理を徹底した土砂の撤去

ꞌḇᶹḨḱᶹḻ

7/25( 金) 11:00 頃 崩土・落石が発生

      12:30 静岡市に第１報（地元事業者から）

14:20 職員を現地に派遣

７/26( 土) 06:32 迂回ルートを確保・下山開始

09:00 崩土撤去作業開始
ǡƽǐǿǡǒǴ

11:56 迂回ルート第１陣横断完了
（7/31 までに下山希望者327 人の下山誘導を完了）

7/27( 日) 崩土撤去作業再開

8/1( 金)    08:30 応急復旧完了

仮復旧まで8日間

重機による土砂の撤去 迂回ルートでの渡渉支援

֩ FORCE ֪ᶊᶧᶪḵḤḋḐ ᶍ

→ 掘削機械（バックホウ）の遠隔操作による、
安全かつ迅速な土砂撤去作業

- 0 - 1 ֩ ᶊᵩᵰᶪ ֪
ᶗᶍ ꞌ
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・本件災害を踏まえ、災害発生時に速やかに迂回路を確保できるよう、事前に有効なルートを把握

・9月から10月にかけ、消防局しずはた山岳救助隊が現地調査を実施し、13パターンの迂回ルートを確保

▒ ḳᴻḐ （地理院地図に加筆）וֹ

7/26 ᶆ ᵶᵾ▒ ḳᴻḐ
（地理院地図に加筆）

調査（９月末～10月初）時の河川水量及びダム貯水量の場合、

山ルート：４地点での入山・２のルートで迂回が可能

河川ルート：14地点での入渓・11のルートで迂回が可能

- 0 - 1 ֩ ᶊᵩᵰᶪ ֪
ᵾᶉ▒ ḳᴻḐᶍ ᴴ
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ᶍ
・発生時間：２０２５年７月30 日（水）08 時24 分
・震源地：カムチャツカ半島付近
・規模：Ｍ ８．8（確定値）

ᶍ

3 ᶍ ֩ （֪7月31日 10時46 分現在）

・清水 （観測されていない）
・焼津 0.3 ｍ 30 日17時32 分
・下田港 0.6 ｍ 31日00 時06 分

4 ם ᶊᵩᵰᶪ ᴴ
なし

È É ם Ô Ŭ Ŭ 30 ( ) Ǟ ƹ ꞌ È Ŭ ÉÕÈ2025 7 31 11 15 É 
ם ÔȔɉȪɌȭȔ ǡ ǞǻǾ ǞǗƷǙØ ū ÙÕÈ2025 7 31 14 00 ÉǮƾ

ם ᶊ ᵴᶫᵾ

７/３０(水) 08:37 津波注意報 発表

09:40 津波警報 発表

１８：３０津波注意報 切替

７/31( 木) １０：４５津波注意報 解除

- 0 - 2 ꜛ ֩᷀ḨḉḫḌ᷀ ᶍ ᶊ ᵥ ֪
1 ᶍ
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岩手県久慈港で141cm

気象庁：潮位観測情報



ם ᶍ

ᶍ

ᶍ
・７月30 日 14：00 約2,600 人（最大値）

ᶍ

7/30( 水) 08:38 準備配備体制 津波注意報

09:40 災害対策本部設置 津波警報

１８：３０災害対策本部廃止 津波注意報

7/31( 木) １０：４５準備配備体制解除 －

ǡ ǡ ╓ ¤

7/30( 水) ０９：４０ 40,400世帯･91,130人

１７：００
╗

È ╓ǡ É
╓ ǚ

∞ŨƢ∙ ǡ ╓ǡǲ
443世帯･859人

１８：３０ ╓

- 0 - 2 ꜛ ֩᷀ḨḉḫḌ᷀ ᶍ ᶊ ᵥ ֪
ᶗᶍ ꞌ
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静岡県では、台風第15号の接近・通過に伴い、2025 年9月4日(木)から5日(金)夕方にか

けて断続的に雨が降った。特に、5日昼過ぎを中心に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨や

猛烈な雨となった。駿河区曲金では、最大10分間降水量30.5mm （観測史上１位）、最大1時

間降水量96.0 （観測史上３位）を観測した。

また、県内では、牧之原市をはじめ６市町で竜巻等の突風被害が報告された。

ᶍ

ᶍ
静岡県は、９月５日、静岡市を含む９市１町に災害救助法の適用を決定した。

ם Ǟ ǈǿǒ

9/5( ) 11:43 ▓ È É

11:55 È É

13:17 È É

13:25 È É

15:40 È É

16:13 ▓È É
¤ È É

（出典）静岡地方気象台「令和7 年台風第 15 号に関する静岡県気象速報」（2025 年9月19日）ほか

降水量の推移（駿河区曲金）

- 0 - 3 15
1 15 ᶍ
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ם ᶍ

ᶍ

ᶍ
避難者数：２人（清水区）

ǡ

9/5( )11:43 ▓

11:55
▓

12:00 Ŧ
▓

13:25 ŧ
▓

17:00

ǡ ǡ ╓ ¤

9/5( )12:13 ₿     פֿ   ǡ ╓ 778 1,443

13:48 ¤ ÈǱǱƿȂÉ ╓ 9,483 19,280

14:30 ¤ ÈǱǱƿȂÉ ╓ 9,483 19,280

14:37 ₿     פֿ   ǡ ╓ 778 1,443

- 0 - 3 15
15 ᶗᶍ ꞌ
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ᶉ

・人的被害 なし

・住家被害 床上浸水 23 棟 床下浸水 152 棟 （駿河区登呂･清水区興津など）

・崩 土 ８件 （葵区横沢、駿河区丸子芹が谷、清水区尾羽など）

・道 路 冠水 10件、車両の水没 ４件 （清水区中之郷 など）

・農業用施設 ビニールハウスの倒壊・浸水 （駿河区西平松 など）

ビニールハウスの倒壊（駿河区西平松）アンダーパスの冠水（清水区中之郷）

- 0 - 3 15
3 ᶉ
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ם ֩ ╓ ֪
牧之原市･吉田町を所管する署のほか、静岡市管内
からも車両を派遣し、消火･救急活動等を実施

ⱱ ⱫǬ È É

9/20 10/20 73

ǡקּ 9/30 10/1 88

ꞌ Ǟ ǌǾ ⱱ 10/10 11 2

ǡקּ 9/12 9/3 71

9/12 10/20 234

ם
県からの要請に基づき、牧之原市･吉田町に対し、

9/12( 金)から10/20( 月)の間、延べ234 人の職員を派遣

突風被害（吉田町大幡地内）

罹災証明申請窓口（牧之原市）

אל ᵼᶍ

静岡市 2 4 6

島田市 1 2 3

吉田町 1 1 8 6 16

牧之原市 3 11 4 18

計 2 6 19 16 43

台風第15号 関連出動件数

静岡市職員の災害派遣

- 0 - 3 15
ᶗᶍ ⱱ
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אל ᶍ

・発生時間：２０２６年１月17日（土）12時33 分

・発生場所：藤枝市岡部町青羽根付近

静岡市葵区小布杉地先 （藤枝市域からの延焼、19日（月）20 時頃覚知）

・焼損面積：約10．5ha (うち静岡市内約０．３ha （葵区小布杉）） （1/19 時点） 

Ⱬ ∫Ǜ∞ È ¥ ╪ É
ŭ Ŧ 20 ÈאלÉŮ Ð Ñ

- 0 - אל 4
1 אל ᶍ

ם ░
ŭ Ŧ 18 È É Ð Ñ
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ם ᶍ ꞌ

ם ᶍ ꞌ

1/17( 土) 12: ３０頃 志太消防本部から静岡市消防局あて、林野火災発生の第一報

1/18( 日) 08:15 志太消防本部から静岡市消防局あて、空中消火活動に伴う支援要請

1/18( 日) 以降 ヘリ場外離発着場･給水ポイントでの安全管理（島田市･川根町）を実施

1/19( 月) 20 時頃 志太消防本部から消防局あて、 ם ╓ᶊⱫ ᵫ ᶲᶆᵣᶪことの情報提供

１/20( 火) 11:30 災害対策本部を設置、静岡県に対し ♥ ᶍ ᶱ （11:35 ）

1/23( 金) 12:15 「火勢鎮圧」宣言（11:05 ）を受け、自衛隊の災害派遣撤収を要請、災害対策本部を廃止

1/26( 月) 11:40 「鎮火」宣言、情報収集体制解除

- 0 - אל 4
2 ᶍ ꞌ

林野火災の「火勢鎮圧」にあたっては、ヘリによる空中消火作業
など、自衛隊をはじめとする応援機関に多大なるご尽力を
賜りました。

ɆȍɜȱƾǼ Ǟ ƾƹ ♥ ɁɓÈ ȩɉ É ŭ Ŧ 21 È É

静岡市域の焼損面積0.3ha
住民避難その他、被害なし



21

ם ᶍ ᶱ ☿ᵶᵾᶡᶍ

0 令和７年度における静岡市の災害対応

1 ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ

2 避難所における生活環境の改善

3 避難所における資機材整備及び備蓄計画の見直し

ם ╓ ᶍ ᶉ
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ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-ũ p.19Ù

Ŭ ǡȔɉȪɌȭȔ ǡ Ǟ ƹ Ǣ  ם ǞǛǖǙ2011 ǡ

∙  14 ǩǽǡ Ǜǝǖǒ¡
ǡÔ ם ÕǚǢ  È ǈǿǾ ŨƢ∙ּזÉǚǵ  Ș

ɒȢÈƁŧÉǡ ╓ȅ ǡ ǛǊǙƽǽ  ╓ƿ ǛǝǖǙƷǾ¡

¤   ǒǝ Ǟ ǌǾ Ƿ  ǡ ȅ Ǳƻ 
╓ȅ ǌ
È Ǟꞌǋǒ ╓ǡ ǊǞǗƷǙǢÔ ם Õǡ ǚ ꞌÉ¡

ꞌ

- ǞƽǄǾ ╓ Ǌ

浸水想定区域の比較（駿河区）

L1津波

L2津波

L1津波

L2津波

浸水想定区域の比較（清水港南部）

（背景：地理院地図）
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・避難指示は、災害対策基本法第６０条の規定により市町村長が必要と認める地域にその権限で避
難のための立ち退きを指示することができる。

・よって、どの範囲に避難指示を出すかについては、市長の判断により行う。

・今回の津波については、津波警報発表当初（09 時04 分）は、情報量が少ないため最悪の事態を
想定し、初動全力で避難するために、南海トラフ地震のレベル２津波（久能海岸では高さ１２ｍの津
波）を前提とした津波浸水想定区域に避難指示を発表した。

・その後、気象庁の予測津波高や津波の到達の観測情報、及びハザードマップの浸水深（基準水位）
をもとに、あらためてリスク分析を行い、その時点時点で必要な津波浸水想定区域を判断した。

・また、今回の津波は、地震の揺れによる防潮堤の被害はないことから、防潮堤の防護効果を評価
できることも考慮した。

・この結果、１７時00 分、沿岸に３ｍの津波が到達しても浸水のリスクが極めて低い地域への避難
指示を解除した。

・南海トラフ地震による想定津波浸水深が３ｍ以上の地域については、避難指示を継続した。

・１８時３０分津波警報から津波注意報へ切替を受けて、全域で避難指示を解除した。

・上記の避難指示範囲の決定は、「市民生活への影響を最小限に抑えつつ、安全性を確保するため
の、迅速かつ柔軟な判断であった」と考えている。

・上記の判断は、津波の伝播の形態やハザードマップの考え方について、十分な知識を持った上で
行った。

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
֩ ֪ ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᶍ ᵧ
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à ᶇ á

2025 年7月のカムチャツカ地震等の教訓を踏まえ、津波避難指示の範囲･内容を適切に決

定するため、国のガイドラインも参考に、科学的根拠に基づく段階的な避難指示の運用を行う。

ᶍ

ᴴ ╓ᶍ ：予想される津波高（3m 以下）に対し、常に最大クラス（L2）の浸水想定を

適用しているため、避難区域が必要以上に広域となっている。

ᴴ ᶍ 住ֹ民が個人として予想する津波高さと、市が避難指示の前提とする津波

高さに差異があり、住民の避難行動に結び付きにくい。

ᴴ ᶍ 想ֹ定外の高さの津波に備え広域な避難区域を設定したため、高齢者等

の避難行動の負担や、社会経済活動への影響が大きい。

ᶍ◖ טּ

・津波警報の区分に応じた区域を避難区域に設定する。

・その後、津波の発生形態や観測情報、防潮堤等施設の健全性を考慮し、避難区域を段階的に

変更する。

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
ᶍ◖ טּ
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津波警報・注意報と避難のポイント
・震源が陸地に近いと津波警報・注意報が津波の襲来に間に合わないことがあります。強い揺れや弱くても長い揺れを感じたときは、すぐに避難
を開始しましょう。
・津波の高さを「巨大」と予想する大津波警報が発表された場合は、東日本大震災のような巨大な津波が襲うおそれがあります。ただちにできる
限りの避難をしましょう。
・津波は沿岸の地形等の影響により、局所的に予想より高くなる場合があります。ここなら安心と思わず、より高い場所を目指して避難しましょう。
・津波は長い時間くり返し襲ってきます。津波警報・注意報が解除されるまでは、避難を続けましょう。
・津波予報区の第一波の到達予想時刻は、津波予報区の中で最も早く津波の第一波が到達する時刻です。同じ予報区の中でも、場所によってはこ
の時刻よりも数十分、場合によっては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがあります。

種類 発表基準
発表される津波の高さ

想定される被害と取るべき行動数値での発表
（予想される津波の高さ区分）

巨大地震の場合
の発表

予想される津波の最大波の高さ
が高いところで３ｍを超える場
合。

(10 ｍ＜予想される津波の最大波の高
さ)

ᶉ ᵫ ᵣ、木造家屋が全壊・流失し、人
は津波による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、ᵾᵿᶀᶊ ᶣ
ḛḳᶉᶈ↨ ᶉ ᶗ してください。

(5 ｍ＜予想される津波の最大波の高
さ≦10ｍ)

(3 ｍ＜予想される津波の最大波の高
さ≦5ｍ)

予想される津波の最大波の高さ
が高いところで１ｍを超え、３ｍ
以下の場合。

(1ｍ＜予想される津波の最大波の高
さ≦3ｍ)

ᵣ

ᶍ ᵣᶇᵲᶬᶆᶎ ᵫ 、r浸水被害が
発生します。人は津波による流れに巻き込まれま
す。
沿岸部や川沿いにいる人は、ᵾᵿᶀᶊ ᶣ
ḛḳᶉᶈ↨ ᶉ ᶗ してください。

≥

予想される津波の最大波の高さ
が高いところで０．２ｍ以上、１ｍ
以下の場合であって、津波によ
る災害のおそれがある場合。

(0.2 ｍ≦予想される津波の最大波
の高さ≦1ｍ)

（表記しない）

海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養
殖いかだが流失し小型船舶が転覆します。
ᶍ ᶊᵣᶪ ᶎᵾᵿᶀᶊ ᵪᶨ ᵫᶂᶅᴲ
ᵪᶨ ᶫᶅください。

出典：気象庁HP（下線は静岡市による）

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
֩ ֪ ᵫ ᵸᶪ ᴴ ≥ ᶍ
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気象庁が発表する津波警報等の区分に応じて、段階的な避難区域を新たに設定
※不確実性を考慮し、大津波警報の高さ区分は考慮しない

警報等
気象庁が発表する津波の高さ

静岡市が設定する避難区域※１数値での発表
（予想される津波の高さ区分）

巨大地震の場合
の発表

L2 ֩ ᷄ḱḁ 浸֪水想定区域

ᵣ L1 ă 浸水想定区域

≥ （表記しない） 海岸堤防等より海側の地域

※１：浸水想定区域を基本とし、微細な非浸水域を包含した上で、道路等の主要な地物や地形的な区分を境界とするよう区域設定
※２：1707 年宝永地震、1854 年安政東海地震、1854 年安政南海地震、1944 年昭和東南海地震、1946 年昭和南海地震の５例の

地震について、それらを総合し、過去の津波痕跡を下回らないように想定した、レベル１地震の最大クラスと見なせる仮想地震
（2015 年6月：静岡県）

1- 1- 2 Ǟꞌǋǒ ם ƿ ǌǾ ╓

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
ᶊꞌᵷᵾ ╓
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避難指示発表後、地震の発生形態と、観測情報や施設の健全性を確認し、合理的に避難区

域を見直す。

ꞌ֩ ᵪᶨ 3 ∙ ֪

「警報等の区分に応じ静岡市が設定する避難区域（表1- 1- 2）」により、ただちに避難指

示を発表する。

ᶍ ᴴ ֩ ֪

津波到達予想時刻や津波の高さ予想、最新の地震・津波の観測データなどを継続的に

収集する。あわせて、防潮堤等の津波防護施設が、揺れや津波などにより機能を損なわ

れていないか、安全に配慮しながら確認する。

╓ᶍ טּ

地震の発生形態（規模、場所、伝達経路等）を認識した上で、実測値や予測値の発表結

果を参考に、かつ津波防護施設の健全性が確認された場合、浸水リスクの再評価を行い、

避難指示の区域を縮小、または解除する判断を行う。

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
╓ᶍ ᶉ
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- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
- 1 ֩ ֪ ╓ᶍ ֩ פֿ ֪

L1津波（津波警報での避難区域）

L2津波（大津波警報での避難区域）

（背景：地理院地図）
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- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
- 2 ֩ ֪ ╓ᶍ ֩ ֪

L1津波（津波警報での避難区域）

L2津波（大津波警報での避難区域）

（背景：地理院地図）
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- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
- 3 ֩ ֪ ╓ᶍ ֩ ֪

L1津波（津波警報での避難区域）

L2津波（大津波警報での避難区域）

（背景：地理院地図）
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╓ᶍ

・浸水想定区域を基本とし、微細な非浸水域を包含した上で、道路等の主要な地物や地形的な

区分を境界とするよう区域を設定

ᴴ ᶍ

地域防災計画の具体計画である「静岡市津波避難計画」を修正し、新たな運用基準を明文化

ᶗᶍ

市HWeb サイトに新たな運用基準を掲載するとともに、静岡市地理情報システム「しずマップ」

にL1津波の浸水想定区域を掲載

・自主防災連絡会での周知や市政出前講座等での説明、学校における防災教育に加え、沿岸部

の自治会や要配慮者利用施設に対する説明会を実施

・津波避難訓練等の各種防災訓練の機会を活用した、参加者への周知･啓発を実施

◖

2026 年２月 運用開始

2027 年３月 静岡県の浸水想定区域見直し（２０２６年度内）にあわせ地形等の再評価を行い、

避難区域を修正。3月の津波避難訓練で周知

- ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᵶ
ᶍ
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ם ᶍ ᶱ ☿ᵶᵾᶡᶍ

0 令和７年度における静岡市の災害対応

1 津波警報等発表時における避難区域見直し

2 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ

3 避難所における資機材整備及び備蓄計画の見直し

ם ╓ ᶍ ᶉ



¤ Ǌǒ ǞǗƷǙ  Ƿ Ǟ ǊǙƷǂ¡
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ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ- 1 pp.35,41.42.43 Ù

¤ ǡ ǚǢ  ǡ Ƿ ♥ ǝ ƿ╥ǀ ǆǌÔ Õƿ

ǛǝǖǒǮƾ  ƿ Ƿ ǞǱǚ╙ǿǾǆǛǚזּ ƿ ǌǾ ƿ

ƷǓ¡

¤ ǡ Ǟ ȂǾ Ƿ ǡטּ Ǟǻǽ  ǡǝƷ ╔ ǚǡ Ƿ

ǫǡ ꞌ ƿ ǀǝɓȢȘǛǊǙ ǀ ǽǞǝǖǒ¡

¤↨ ǡ ǝ ȅ ƹǒǴ  Ǽǿǒ ǡ ǚ  ǡ↨ Ǟ ǌ

Ǿ ǡ ȅ ƹǆǛƿ ǴǼǿǙƷǾ¡

¤ ǡ Ǟǻǽ ȅ ǌǾ

¤ ǞꞌǋǒÔ ǝ Õ ǦÔ ǝ Õǡ ȅ

¤ ǡ ǞÔ Õȅ נּ

¤ ȅ Ǌǒꞌ

¤ ǡ↨ ǡ ǞDXȅ

ꞌ

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ



ḁḝᶸᶷ ᶍ

令和７年度の地域防災計画修正において、避難所の居住環境を改善するため、避難者１人あたりの

占有面積を、従来の3.0m 2から、国際的な人道支援基準である3.5 m2（スフィア基準）へ引き上げた。

ᵶᶍ ᶇ

長期化する避難生活においては、避難所での衛生状態の維持や心身の健康の確保が重要であり、災

害関連死を防ぐためにも、より余裕のある生活空間を確保する必要がある。

ᶍ

従来基準でも、約8万人の収容力不足が生じていたが、スフィア基準の適用後は、全避難者を収容す

るための ᶍ がさらに大きな課題となっている。

想定避難者に対する指定避難所収容能力 （単位：人）

想定避難所避難者数 現在の指定避難所収容可能人数 収容できない人数

182,543
静岡県基準 102,368 80,175

スフィア基準 88,214 94,329

静岡市地域防災計画資料編（令和７年4月修正）及び静岡県第４次地震被害想定より算定

34

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 - ᶍ ֩ ǡ É



スフィア基準を満たしつつ、全ての避難者を収容するため、これまで十分に活用されていなかった学校施

設について、体育館などでの受入を優先しつつ、収容能力を超える避難者が発生した場合は、ᶉᶈᶱ

ḁḢᴻḁᶇᵶᶅ する運用へ転換する。

ᶍ וֹ

市立小中学校各6校、計12校の校舎を対象に、教室、会議室、廊下等の避難者受入可能面積を調査し

た。その結果、受入可能面積の平均は、延床面積の約77% であった。（現在は15％）

この結果から、延床面積の70% を避難スペースに活用すると設定した場合、小中学校の開放面積は、

現在の約9.4 万m2から約43.5 万m2へと大幅に拡大（約34 万m2の増）する。これにより、市内の全避

難所における合計収容面積は約64.9 万m2 (現状30.9 万m2＋ 増加分34 万m2 )を確保できる見通し

となった。

סּ ᶍ ᶇ ᶞ

スフィア基準（3.5 m 2 /人）に基づき算出した結果、全避難所で 18.5 の受入が可能となり、想

定される避難者数（約18.2 ）を充足する。

ᶍ ꞌ

市内の県立高校16校にも同様の協力を要請しており、さらなる収容機能の確保を図る。

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 - ǡ È ǡ É
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ễעϬ ІЧ˔ІρβϥḩḲḋḐ ễעϬ ІЧ˔ІρβϥДЮзАЕ

・空調設備が完備
・「細分化された空間」によるプライバシー確保や、高齢
者･妊産婦など、配慮が必要な方への柔軟な部屋割り

・学校再開への影響と教育活動の停滞
・垂直移動の困難性･バリアフリーの限界
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過去の災害では、震度5強以下での避難者は限定的であり、震度6弱から避難者が増

加する傾向が確認された。このため、揺れの強さに応じた以下の基準を設定した。

レベル1
(震度５相当)

レベル２
(震度６弱相当)

レベル３
(震度６強相当)

(学区･地区に各１か所)
〇 〇 〇

╔ ᴲ ╔
（学区･地区に各複数か所）

－ 〇 〇

∙ ᶍᵮ
（市有施設全て）

－ － 〇

∙ ᶍ
（協定施設全て）

－ － 〇

主に市立学校の教室等※ － － △（※）

開設する避難所数・面積 77 か所・７．７万㎡ １８０か所・19.5 万㎡ ２５７か所・30.9 万㎡
（64.9 万㎡）※

※ 避難者の発生状況に応じ、学校施設の教室等を活用

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 ᶊꞌᵷᵾ ᶉ ᶍ

平成28 年度以降、国内で震度５以上を観測した地震は48 回、うち
震度５（31回）での避難所設置は２回（7か所）避難者123 人
震度６弱（10回）での避難所開設は８回（647 か所）避難者4843 人
震度６強以上（７回）での避難所開設数は７回（3744 か所）避難者26,2671 人



機能を早期回復する観点から優先的に閉鎖し、

避難者の生活環境に配慮しながら、避難者を

体育館やその他の公共施設へ段階的に集約し

ていく。

2 ᶍ ∞

3 ᶍ

市民や、避難所に指定されている施設の管理

者に対し、段階的な避難所の開設･閉鎖基準に

ついて、周知していく。

避難所閉鎖順位

順位 閉鎖する場所

１ 主に学校の教室等、民間施設

２ 国･県有施設（体育館を除く）

３ 市有施設（地区支部及び体育館を除く）

４ 公立学校体育館、公立体育館

５ 地区支部拠点を兼ねる避難所

1 ᶍꞌ ᶊᶃᵣᶅ

避難所の早期開設を目的として、耐震ランクⅠaの建物は簡易な方法により安全性の確認を

行った上で、当面、避難所として使用する。一方、耐震性が相対的に低い建物は応急危険度判

定を優先して行う。それらの建物の調査が完了した後に、耐震ランクⅠaの建物の判定をあらた

めて実施することを原則とする。

37

避難所を閉鎖するにあたり、学校の教室や、民間施設を使用している避難所は、施設本来の

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 ᶉ ᶍ ∞ ᶇ ᶍ
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・小中学校体育館は、災害時、指定避難所として多くの避難者を受入れる重要な施設である。

・しかし、市立小･中学校体育館には空調設備が未整備であり、近年の猛暑日の増加に伴い、

ᶊᵩᵰᶪ ᵫ となっている。

 

・災害時の熱中症対策と避難所の生活環境の向上を図るとともに、平時の学校教育環境の

改善にも資することを目的として、2033 年度までの８年間で、

ᶅᶍ ╔ ᶊ ᶍ ᶱ ᵸ。

ᶍ

・ 2025 ～2026 年度 ：3校（モデル校）

・ 2026 ～2033 年度 ：１０7校

※今年度含め８年間で110 校への整備を目標

空調設備がなく、扇風機に頼らざるを得ない、
夏の小学校体育館での避難(2007.7 新潟県中越沖地震)

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 ╔ ᶍ

38
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ᵊ  ɛ ᶍ

・要配慮者数の増加に対し、現在の受入施設数では十分な収容規模を確保しにくい

・既存の福祉避難所は配置に偏りがあり、地域間で不均衡が発生

・乳幼児・妊産婦向けの福祉避難所が未整備であり、一般避難所では専門環境の確保が困難

ᵊ 1ᵋ ᴴ ᵰᶍ טּ

・受入可能な通所施設も指定対象とする

→受入施設数の増加により、災害時の収容能力を向上

→地域間の偏在の是正と身近な受入先を確保

※課題：宿泊設備の不足、交代制（夜間等）の人員確保

ᵊ 2ᵋ ᴴ ᵰ ᶍ

・市立こども園を福祉避難所に指定する

→乳幼児向け避難先を確保、授乳・沐浴等に対応可能な環境を整備

・助産師会との協定による、災害時の母子支援体制を構築

※課題：避難が長期化した場合の、保育機能の再開と避難生活維持の両立

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 ᶍ ᶒ



40

Å 安否不明者の公表や絞り込みにより、捜索活動や救助活動の効率化･円滑化を図ることで、被災後の生存

率が高い期間内（おおむね発災から72 時間以内）での一刻も早い人命救助につなげる。

Å 大規模災害発生時、発災から４８時間以内に安否不明者等の氏名や住所等を作成･公表する。

ᶍ↨ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ

↨ ᶊᵩᵰᶪ

Å 自主防災組織や民生委員等から住民の安否確認結果の報告を受けることとしているが、発災直後には、

混乱し、または自らが被災し、迅速に安否不明情報を十分に把握できないことも想定される。

Å また、時間の経過とともに自主防災組織や住民、関係機関から、口頭などにより膨大な量の安否不明情

報が寄せられる中、人海戦術で、情報集約や問合せに対応するのは困難となることが見込まれる。

Å 南海トラフ地震等の大規模災害が発生した場合、現状は安否情報の収集から整理までをアナログ手段の

みに頼っているため、迅速性、効率性、正確性に欠ける対応となることが想定される。

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 - ↨ ᷿ḁḎḨᶍ

↨ ᶊ ᵰᵾ
Å １人でも多くの被災者の人命を救うためには、寄せられる膨大な安否情報を、限られた人員で短期間で

収集、集約、整理しなければならない。

Å 収集、集約、整理した安否情報を、的確な人命救助や被災者の安全・安心、また被災者支援につなげるた

めには、情報の正確性や個人情報への配慮が必要となる。

ᶱ ᵶᵾ↨ ᷿ḁḎḨᶍ ᵫ
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Å 安否確認に関係する人や機関、団体を整理のうえ、安否情報の収集から名簿の
公表までの業務フロー作成

Å 住民基本台帳の活用の可否や手法の検討と、個人情報保護に関連した法的整理
Å 安否確認に必要な情報の種類と項目の整理や、対象者の絞り込みの手法検討
Å （上記の整理の上、）想定するシステムの概念図やフロー図作成

↨ ᷿ḁḎḨᶍ ᶊ ᵰᶅᶍ 2֩024 ᶊ ֪

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 - ↨ ᷿ḁḎḨᶍ

Å 2025 年６月補正で予算を確保の上、「災害時市民等安否確認システム設計業
務」を発注し、システム化の方針や庁内システムとの連携、データベース構造や
セキュリティ要件など、システム構築業務発注に必要となる業務仕様や画面、帳
票などのシステム設計書を作成中

Å 2025 年１２月までに、市民が直感的に安否情報を入力できる「安否確認ツール
（入力フォーム）」のプロトタイプを、スタートアップ事業者との協業により作成

ᶱ ᵶᵾ
↨ ᷿ḁ
ḎḨᶍ

2֩02 ◖ ᶗ֪

ă ᶎ ḢᴻḀ

スタートアップ事業者との協業により作成した

安否確認ツールのプロトタイプイメージ
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ᶍ↨ ᷿ḁḎḨ

֩ ֪ᴂ ↨ Ḍᴻḳᶇbᶎ
ᵊ ᵋ ᵫ ᶉᶈ ᶊᵩᵣᶅᶡ ⌐ᶊ↨ ᶱ ᶆᵬᶪḌᴻḳ֩ ḝᶾᴻḨ֪
・安否不明者名簿の記載に必要な住所、氏名、生年月日、性別、安否情報のほか、被災場所や避難場所、
電話・メールなどの連絡先の情報を収集することで、その後の支援につなげる

・「防災ナビ」や「市ＬＩＮＥ」、「防災メール」など、市が運用している様々なツールから「安否確認ツール」
にアクセスを可能とする（クリックなどで入力画面に遷移するリンクを表示）
・２０２５年１２月７日（日）の地域防災訓練で、市民による操作体験と意見収集を実施し、入力項目の再検
討や入力サポート追加などの改善を経るなど、入力者の負担軽減に配慮する

֩ ֪ᴂ↨ ᷿ḁḎḨ֩ ֪ᵇᶇᶎă ᶍᶉᵣ᷿ḁḎḨ
ᵊ ᵋ ᶇ ᵶᴲ ᵪᶃ ᶊ↨ ᶱ ᴲ↨ ᶣ ⱱᶊᶃᶉᵯ
・県や国が示す最新の方針等の内容を、必要な機能として整理し、システムに反映する
・効率的かつ経済的なシステム構築に向け、早期開発と費用対効果を念頭に、複数のシステム構成案を
作成し、実装可能性や耐障害性、セキュリティ、経済性等の面から比較検討を実施した

・住民基本台帳情報との連携を実現する（「静岡市統合データ基盤」と連携、活用）→正確性の向上へ
・安否確認事前入力（連携）を行うことで、非常時の入力負担を軽減する（平時からの呼びかけが重要）

- ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
 - ↨ ᷿ḁḎḨᶍ

ᶍḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩ ֪

2025 年度２月補正 開発費用に係る予算を計上→審議へ
2026 年２月 議決後、発注手続き開始し、委託契約を締結
２０２６年６月 システムの概要を自主防災組織に説明するとともに市民周知を開始
２０２６年１２月 地域防災訓練における事前入力の入力体験を実施⇒改善へ
2027 年３月 ★運用開始⇒市民に事前入力の呼びかけを開始
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ם ᶍ ᶱ ☿ᵶᵾᶡᶍ

0 令和７年度における静岡市の災害対応

1 津波警報等発表時における避難区域見直し

2 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ

3 ᶊᵩᵰᶪ ᶒ ᶍ ᵶ

ם ╓ ᶍ ᶉ



¤ ǞǗƷǙÔ Õ Ô ¤ Õ Ô Õǡ ǚǡ Ǌȅ ǴǙƷǾ¡

44

Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ ƅøø Ù

ꞌ

ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-Ŧ pp.21,45- 59Ù

ǆǿǱǚ ǚǢ  ǡ ȅŨ ǛǊǙǀǒƿ  ǞǻǾÔɀȬȠɎ ⱱÕǡ Ⱬ

ǵ Ǌ  ƿ Ǟ ǀ ǾǱǚǞ ǌǾ ȅ Ǌǒ  וֹ ȅŪ Ǟ ǌ
Ǿ Ǌȅ ǖǙƷǾ¡ǆǡ Ǌȅ Ǳƻ  ƿ ǛǝǾ ǦɀȬȠɎ ⱱǫǡ

ꞌǞǗƷǙ  ╓ Ǟ ǌǾ¡

¤ Ū ǡ ǡ
¤ɀȬȠɎ ⱱǫǡ ꞌ  Ǳǚǡ ǡ Ǟ ǌǾ

¥ ǡ ⱱǞǗƷǙ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/push_saigai.pdf

HPĆhttps://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/push.html

¥ ȠȢȯɉÈB- PLo)ǡ ǞǗƷǙÈɀȬȠɎ ⱱǞǗƷǙÉÈ
Ŭ 11 É

¥ ǡ ⱱǞǗƷǙ

- ǡ Ƿ ǡÔɀȬȠɎ ⱱÕȅ Ǳƻǒ ǡ ¤ ǡ Ǌ



2025 ᶍ ᶉ

ḎḻḐ ḙᴻḎᶸ᷿ḯḻᶍ

  ・現在、自立式パーティション（4,820 張）を備蓄、新たに
テント式パーティション10,500 張を追加購入し、市立小
中学校等 131 施設に配備作業中 （３月末完了予定）

ą ᶊᵩᵰᶪ ᶍḟḱᶹḘ᷿ᴻᵫ ᵴᶫᴲ ↨
ᶣ↨ ᵶᵾ ᶍ┐ ᶊᶃᶉᵫᶪᴳ パーティションの設置訓練（横内小学校:2025.12 ）

要配慮者の使用体験（豊田中学校:2025.12 ）

- 3 ᶊᵩᵰᶪ ᶒ ᶍ ᵶ
ᶍ ᶊ ᵰᵾ

45

ḐᶹḴ᷀ᴻᶍ

・トイレカーを2台導入（2台目は2月導入予定）
今後、１台追加導入し、合計３台を市内に配置予定

・導入したトイレカー※は、平時のイベント・訓練等でも活用し、
災害時の運用性･即応性を確保

※多目的トイレ、オストメイト対応設備、温便座、昇降リフトなど装備

ą♥ ᶉḐᶹḴ ᶱ ᵧᶪᵲᶇᶆᴲ Ḳḁ᷄ᶉᶈᶱ ᵸᶪᴳ
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ᶍ ᵶ

・避難所に加え、在宅・車中泊等の避難者増加を踏まえた必要量の再設定

・食料・衛生用品を中心に備蓄量を拡充（従来の３日分から ᶊ （נּ

ᶍ ᴴ ᶍ

・衛生用品の充実（オストメイト対応トイレ、大人用おむつなど）

・避難者のニーズに応じた備蓄品目の強化（おかゆなど）

ᶇ ᶍ טּ

・学区･地区単位での による、避難所への初動供給の迅速化

・配送事業者との連携による、物資集積所から避難所への の強化

- 3 ᶊᵩᵰᶪ ᶒ ᶍ ᵶ
ᶍ ᵶ ֩ ᶍ ֪

避難所用備蓄物資について、「」「 ᴴ 」「 」の ᶃᶍ から見直しを進める。
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ŧ ǡ Ǧ ǡ Ǟ ƹǵǡ
Ŧ אל ȅ Ǳƻǒ אל ǡ ¤ꞌ ǡ Ǌ

ŧ ¤ ǫǡŹƌŶƉ ǞǻǾ ȞºȼȢǡ

Ũ ȖȬȪɜȔº¤ȱȍɕȔº ǡ ¤ȰºȨɂºȢּט

ũ ǡ ǡǒǴǡ ȢɃºȢ ǡ Ǌ

Ŧ ם ǡ ȅ ☿Ǌǒǵǡ

ם ╓ ᶍ ᶉ
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ŧťŧŪ ŧ Ǟ Ǌǒ אל ȅ Ǆ  ǞƽƷǙ Ô

אל Ǳƻǒ ǡƵǽ Ǟ ǌǾ ÕǝǜǞǻǽ  אל ǡ ¤
ꞌ ǡ ƿ Ȃǿǒ¡ǆǿǼǡ ȅוֹ Ǳƻ  ǡ ƿ ǈǿǒ¡

ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-Ŧ pp.12- 16,73- 76Ù

¤ ȅ Ǌǒאל   ǫǡ ≥ ǡ ǽ Ƿ ǡ
¤ אל ǞƽǄǾ ǡ טּ

¤ ǡ Ǟꞌǋǒ ǝ אל Ǧ ≥ ȅ ȅ ǌǾǒǴ ŧ ǚ
ȅ ƹ¡

¤ אל ȅ Ǌǒ ǡ Ƿ ꞌ ǞǗƷǙ ǻǽ ǡ Ʒ ǛǌǾǒǴ 
ǇǛǡ ǁǺ ǡ ǝǜȅ ƹ¡

ꞌ

URL¥ Ô אל ȅ Ǳƻǒ ǡƵǽ Ǟ ǌǾ Õ
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post - 167.html

¥ Ô אל ǡ ÕP1
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post - 167/01/shiryou2.pdf

2 28 13 30   ↑ ƾǼ È↑ É
¥ Ô אל ȅ Ǳƻǒ ǡ

Ƶǽ Ǟ ǌǾ Õ

2 28 3   ǡ
¥ Ô אל ǡ Õ

- אל ȅ Ǳƻǒ אל ǡ ¤ꞌ ǡ Ǌ
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ǡ ȅ Ǳƻ  ǡ ǚƵǾ Ƿ ǝǜ

ǝ ⱱȴºȣǞ ꞌǌǾǒǴ  ǞƽƷǙ  Ǧ ǡ   ǦǞ
ȕȍȲɒȍɜǡ ƿ Ȃǿǒ¡ǆǿǼȅ Ǆ  ǡ ƿ ǈǿǒ¡

ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-Ŧ pp.36,38,39  ŧ-Ũ pp.22.23Ù

¤ ¤ ȅ Ǵǒ ǫǡŹƌŶƉ ǡ
¤ Ǟ ǘǂ ǫǡÔ ȞºȼȢ Õǡ∞ Ǆ

¤ ȅ ╓ Ǟ ǌǾǛǛǵǞ ŹƌŶƉǫǡ ǡ Ƿ ǞǗƷ
Ǚ  ǡ ⱱ Ǟ ☿ǌǾ¡

ꞌ

¥ 30 Ŭ 10 21
Ô Ǟ ƻǒ ⱱ ǞǗƷǙÕP11
Ô Ǟ ǌǾ ⱱǡ Õ

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001581784.pdf

¥ 30 Ŭ 10 21
Ô Ǟ ƻǒ ⱱ ǞǗƷǙÕP11
Ô Ǟ ǌǾ ⱱǡ Õ

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001581784.pdf

¥ 30 ÈR7.10.21É ¥ ם Žƅ
( ū Ǟ Ǿ ם ǡ ꞌ( ⱱ ))

- ¤ ǫǡŹƌŶƉ ǞǻǾ ȞºȼȢǡ
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Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ ƅøø Ù

ǚǢ ƃƅƄ ǞǻǾ ǀ ǊǷȖȬȪɜȔºǡ ǞǻǾ ǡ ƿ Ȃ

ǿǙǀǒǮƾ  Ƿ ƾǼȱȍɕȔºǷȱȍɕȱɕºɒºƿ ǫ ǈǿ 
ȱȍɕ ǡ ǞǗǝƿǖǒ¡ǆǿǼȅ Ǳƻ  Ǟǻǽ  ꞌ ƿ ǈ

ǿǿǾǛǛǵǞ  ƿ ǈǿǒ¡

ם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-Ŧ p.32Ù

¤ ƿ ǊǒȰºȨɂºȢǫǡ ǡ
¤ ǞƽǄǾ ǡ ǞǻǾ ⱱǡ

¤ ם ǚ ǊǒȱȍɕȔºǞǗƷǙǵ    ǡȰºȨɂºȢǞ ǌǾ¡ꞌ

¥ ꞌ
https://pr.d - trace.go.jp/

¥ HP ū ǞƽǄǾ ꞌ
ǡ

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/noto_gaisyoku_sien.html

¥ ם ȱȍɕȔºÈ ⱧÉ

¥
ǞƽǄǾ ǚǡȜɜȯȳ ǡ ū ũ

ȱȍɕȔºÈȜɜɆȢȱ É
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/choseikaigi/dai6/siry
ou1- 2.pdf

¥ ꞌ Žƅ ¥ Žƅ

- ȖȬȪɜȔº¤ȱȍɕȔº ǡ ¤ȰºȨɂºȢּט
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Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ ƅøø Ùם ╓ Ǟ Ǌǒנּ Ø ŧ-Ŧ pp.17,42Ù

ǡ   Ǟ ǞƽƷǙ  ǡ ǡℓּטǷ ƿ

ǛǊǙ  Ǌǒ¡ǐǡǒǴטּ ǞƽƷǙ  ǝ ⱱǡ ǚƵǾÔȢȾȌȋ
Õ ȅ Ǳƻ  Ǟ ǌǾ ¤ȕȍȲɒȍɜǡ Èŧťŧũ Ŧŧ Éȅ

ƹǝǜ  ǡ ȅ ǴǾ ƿ ǈǿǒ¡

¤ ǞƽǄǾ Ŧ Ƶǒǽǡ ȅ Ũ.ťԜƾǼŨ.ŪԜǞ
¤ ǌǾȱȍɕǡ Ǧ ǞǗƷǙǢ ȢȾȌȋ ȅ ǌǾǵǡǛǌǾ

¤ ǡ Ǧ ǡ ȅ ƹ¡ꞌ

¥ Ô Ǆǡ Ǟ ǌǾ ¤ȕȍȲɒȍɜǡ ǞǗƷǙÈ ū 12 13 ÉÕ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/hinanjo_guideline_kaitei241213.pdf

¥ Ô ǡ ǡ È Ŭ 11 12 ÉÕ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/r7_setsumeikai/pdf/siryo1.pdf

Ŧ Ƶǒǽǡ ȢɃºȢŨ.ŪԜ

♥ ÈȱȍɕÉ
¥Ūť ǞŦ
¥ŧť ǞŦ

ă Ŧ¥ŨǛǌǾ

ĺ ǡ È ÉĻ

Ƿ ǡ ƿ ƵǾ ȅ ǾǒǴǡ
Ô Ǜ ⱱǞƽǄǾ ÕÈȢȾȌȋ É

ȢȾȌȋȸɜȲȿȬȘÈ2018Éȅ Ǟ ¥ Ô Ǆǡ Ǟ ǌǾ ¤
ȕȍȲɒȍɜǡ ǞǗƷǙÈ ū 12 13 ÉÕ

- ǡ ǡǒǴǡ ȢɃºȢ ǡ Ǌ
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